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だれでも食堂のご案内

　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
　新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前に申込みが必要となり
ます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日　　時：１２月１８日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１:３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：煮込みハンバーグ・ご飯・スープ・デザート
　　　　　テイクアウトも出来ます。（予約限定２０食まで）
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話０９０－２８１１－８１９６
　　　　　　　　　　　　　代表　鎌田眞美

①７５歳以上の方
　（７５歳の誕生日から加入となります。誕生日が近くなりましたらお知らせをします。）
②６５～７４歳で一定の障がいのある方
　（申請が必要です。役場くらし応援課住民係にご相談ください。）

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入者）となる方は、それまで加入
していた健康保険（国民健康保険、健康保険組合、共済組合等）から脱
退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
　脱退手続きについては、各保険者へお問い合せください。

◆一定の障がいとは◆
　（１）障害基礎年金１、２級を受給している方
　　　※国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合せください。
　（２）身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方
　（３）身体障害者手帳４級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
　　　○　音声障害
　　　○　言語障害
　　　○　下肢障害４級１号（両下肢の全ての指を欠くもの）
　　　○　下肢障害４級３号（一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの）
　　　○　下肢障害４級４号（一下肢の機能の著しい障害）
　（４）精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方
　（５）療育手帳A（重度）をお持ちの方

対象者は？

今まで加入して
いた健康保険は？

北海道後期高齢者医療広域連合
　住所　〒０６０－００６２
　　　　札幌市中央区南２条西１４丁目
　　　　国保会館６階
　電話：０１１－２９０－５６０１

役場くらし応援課住民係
電話：６８－２１１２　

お　 問 　い 　合 　わ 　せ 

後期高齢者医療制度のお知らせ

次の方々が後期高齢者医療の対象となります。
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国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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